
 
令和５年３月 24 日  

 

京都府京都市「非居住住宅利活用促進税」の新設 
 

京都府京都市から協議のあった法定外普通税の新設について、本日付けで同意することとしまし

たのでお知らせします。 

新設される京都市「非居住住宅利活用促進税」の概要は以下のとおりです。 
 

課 税 団 体 京都府京都市 

税 目 名 非居住住宅利活用促進税（法定外普通税） 

課 税 客 体 
市街化区域内に所在する非居住住宅（住宅のうち、その所在地に住所を有

する者がないもの） 

課 税 標 準 

・家屋価値割：非居住住宅に係る固定資産税の課税標準となるべき価格 

・立地床面積割：非居住住宅の敷地の用に供されている土地に係る固定資産

税の課税標準となるべき価格を当該土地の地積で除して得

た額に当該非居住住宅の各階の床面積の合計面積を乗じて

得た額 

納 税 義 務 者 非居住住宅の所有者 

税 率 

・家屋価値割 ： 0.7％ 

・立地床面積割：家屋価値割の課税標準が 

700 万円未満である場合         0.15％ 

700 万円以上 900 万円未満である場合  0.3％ 

900 万円以上である場合        0.6％ 

徴 収 方 法 普通徴収 

収 入 見 込 額 （初年度）約 8.6 億円  （平年度）約 9.5 億円 

非 課 税 事 項 

・免 税 点：家屋価値割の課税標準となるべき額が 20 万円（条例施行後５

年間は 100 万円）に満たない非居住住宅 

・課税免除：次に掲げる非居住住宅 

① 事業の用に供しているもの又は当該年度の賦課期日から

起算して１年を経過する日までに事業の用に供することを

予定しているもの 

② 賃借人の募集又は販売を開始した日から起算して１年を

経過していないもの 等 

徴税費用見込額 （導入前）約４億円 （年間）約２億円 

課税を行う期間 条例施行後５年を目途に見直し規定あり 

・令和４年 ３月 25 日 京都市議会にて条例案可決 

  ・ 同 年 ３月 30 日 総務大臣協議 

  ・令和５年 ３月 24 日 総務大臣同意 

  （※）条例施行日（予定）：令和８年以降（市規則で定める日） 

担当：自治税務局企画課 谷企画官、原係長、越 

TEL：03-5253-5658 

E-mail：zei.kikaku/atmark/soumu.go.jp 

※迷惑メール防止のため、「＠」を「/atmark/」と表示して

いますので、送信の際は、「＠」に置き換えてください。 


